
生涯所得課税の提言＊1

佐藤　主光＊２

要　　約
本稿は働き方の多様化といった新しい経済・社会環境を踏まえ，抜本的な所得税改革

として年間所得課税から生涯所得課税への転換を提言する。経済学は個人の（担税力を
裏付ける）厚生水準は生涯所得に拠るとする。こうした経済理論とも整合的である。デ
ジタル技術の発展とともに生涯ベースの所得課税の実効性も高まっている。本稿が提言
する生涯所得課税の利点は次のようにまとめられる。（1）生涯ベースの担税力に応じた
再分配に資するに加えて，（2）所得の発生パターンが違っていても生涯所得が等しい納
税者の間で「水平的公平」が確保される。また，納税者にとっては（3）今期の高収入
が災害時等の収入減（あるいは赤字）と平準化され，過去に払った所得税の一部が「還付」
されるという意味で保険の役割を果たすことになる。加えて，（4）キャピタルゲインな
ど今期「発生」した所得の「実現」を先送りして課税を軽減させる誘因も生じない。

キーワード：生涯所得，平準化，保険機能，キャッシュフロー税
JEL Classification：H2，H24

Ⅰ．はじめに

グローバル化・デジタル化の進展に伴い経済・
社会の環境は激変している。我が国の労働市場
は「終身雇用・年功序列」と「新卒就職・採用
システム」を伝統としてきた。しかし，2010
年代の雇用の改善の多くは非正規雇用・短期時
間労働者の増加にみられ，雇用全体の 3 分の 1
余りを占めるに至った。加えて，新たな自営業
主として「雇用的自営」（フリーランス）が増
えている。この雇用的自営とは「請負契約等に
基づいて働き使用従属性の高さという点ではむ
しろ被用者に近い」とされる。また，所謂「ギ

グエコノミー」と呼ばれるインターネットを通
じて個別の仕事を請け負う働き方も広まってい
る。このように（正規雇用に比べて）収入が不
安定な労働者が増加傾向にある。こうした中，
コロナ禍は我が国のセイフティーネットの不備
を露呈した。個人事業主・非正規雇用等が経済
活動の低迷によって大幅な収入減に苛まれた。
コロナ禍に続くエネルギー価格の高騰や物価高
もあり，経済の先行きは一層，不透明だ。彼等
の多くは平時においては税や社会保険料を納
め，経済・社会の「支え手」である。従って，
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非常時において彼等を支える仕組みがなけれ
ば，経済の回復も見込めない。政府は個人事業
主等への支援の拡充を図ってきたが，アドホッ
クな対応に留まってきた。しかし，「新しい経
済・社会環境」には新たな税制が求められよう。
例えば，「負の所得税」のように収入が多いと
きは課税する一方，収入減に際しては給付を行
うことがあって良い。フリーランス等の可処分
所得の安定化に繋がるだろう。更に法人税の場
合，企業活動が将来に渡って継続するという前
提（going concern）の下，欠損金の繰り越し
や繰り戻しが認められてきた。結果として法人
税は「理論的」に企業価値（＝将来に渡る利益
の現在価値）への課税になる。

本稿は同様の仕組みを個人所得税に導入する
ことを提言したい。具体的には年間所得への課
税から生涯所得に対する課税に転換する。従前，
所得課税の「担税力」は年間所得によって測ら
れてきた。しかし，今年，株式の上場やキャピ
タルゲインの実現などで高所得を得た納税者が
将来も高所得であり続けるとは限らない。経済
学は個人の（担税力を裏付ける）厚生水準は生
涯所得に拠るとする。関連して，消費税には逆
進的との批判があるが，生涯ベースでみると（家
計の予算制約式上，生涯消費＝生涯所得である
ことから）生涯所得課税と「税等価」（経済効
果が同じ）になる。ここで消費税と生涯所得税
との関係は家計の予算制約式を介するという意
味で間接的だが，生涯所得への直接的な課税も
選択肢だろう。軽減税率はあるが消費税の場合，
財源調達機能には優れても再分配機能には限ら
れる。累進的な生涯所得課税があって良い 1）。

生涯所得課税に関連して Vickrey（1939）は
所得課税の平準化を提言していた。米国では

1） 相続税の中に生涯ベースに近い課税の仕組みがある。それが「資産移転時期の選択に中立的な税制」として
2003 年に導入された相続時精算課税制度だ。同制度は累積贈与額 2,500 万円までを非課税にする一方，相続時に
累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課す（納付した贈与税は還付される）。また，贈与が暦年課税に拠る
場合，相続前 3 年内の贈与については，（分割贈与による租税回避を避けるため）相続財産に加算して相続税の対
象とする措置が講じられている。令和5年度税制改正大綱では，加算期間を3年から7年に延長することになった。

２） 2004 年，カナダ進歩保守党のトニー・クレメントは党首選の一環として，生涯所得税を提言している。提言
によれば生涯所得が 25 万ドルまでは所得税が免除される結果，平均的なカナダ人労働者は最初の 8 ～ 10 年間
は非課税になる。 生涯所得が 25 万ドルを超過すると段階的に累進課税が適用される。

1964 年から 1986 年まで，カナダでは 1972 年
から 1988 年まで複数年所得の平均に基づく平
準化課税が導入された。しかし，所得情報の管
理を含む実務的な煩雑性のため，税制の「簡素
化」の一環として廃止された経緯がある。また，
Schmalbeck（1984）など水平的公平性を確保
する観点からも有効性に欠くと批判している。
日本でもシャウプ勧告が譲渡益等について複数
年に渡って平準化して課税すること提唱してい
た。増井（2009）はシャウプ勧告における生涯
所得課税の提案を紹介している。現行制度でも
著作料に係る変動所得や臨時所得について所得
課税の平均化が認められているが，対象・条件
は限られる。

しかし，デジタル技術の発展とともに，簡素
性を損なうことなく生涯ベースの所得課税の実
効性は高まっている。Jacobs（2017）は，デジ
タル技術を活用した生涯所得課税の可能性につ
いて論じている。また，Boadway（2019）は
カナダの所得税改革の一環として，既存の再分
配制度税が市場に起因する所得変動を緩和する
効果が薄れているとして，所得の平準化を再
導入すべきとしている。関連して Gordon and 
Wen（2017）は所得課税の平準化の効果を定量
的に検証，高所得者ほど厚生改善の程度が高く
なる可能性を示している 2）。平準化のメリット
は低所得層にも及ぶかもしれない。Batchelder

（2003）は，低所得世帯が中所得層や高所得層
よりも所得の変動が大きい傾向にあるとして，
給付付き税額控除である EITC（稼得所得税額
控除）に平準化を取り入れる改革を提唱してい
る。ただし，本稿の生涯所得税と平準化課税は
厳密には同じではない。第一に所得の平準化は
5 年など一定の課税年数に適用されるため生涯
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期間よりも短い。第二に生涯所得課税は消費税
同様，投資・貯蓄からの正常収益は課税対象と
しない（「キャッシュフロー税」に等しい）一方，
Vickrey（1939）を含む平準化課税は利子所得
を含む「総合課税」を志向する。

最適課税論の観点からも年間所得に留まら
ず，過去の所得情報の活用は望ましい（Golosov 
et al., 2011）。また，所得が不安定になる中，
本稿の生涯所得税は保険としての役割を果たし
うる。Varian（1980）は収入が不確実な場合
の保険としての最適な所得税を検討した。 そ
の研究は，民間保険市場を組み込んだ Chetty 
and Saez（2008）によって拡張されている。また，
Bovenberg and Sorensen（2006）は，所得能
力の喪失に対する補償が従前の労働収入に依拠
する所得課税・社会保険の在り方を検討してい
る。生涯課税は課税繰り延べの誘因（所謂「ロッ
クイン効果」）を取り除く。Auerbach（1991）
および Auerbach and Bradford（2004）は，株

式等譲渡益の実現に関して中立的な所得課税を
提案している。彼等の税率は資産の保有期間に
依存するものの，税構造自体は一律になる。他
方，本稿では累進課税を考慮する。

所得格差の拡大，雇用等の不安定化に伴い税
制の再分配機能，保険（安定化）機能の重要性
が増している。これらの機能を維持するには従
前の年間所得課税を生涯所得課税に転換するメ
リットは高まっているように思われる。分離課
税の金融所得については総合（累進）課税化す
べきとの向きもある。他方，株式譲渡益を含め
て一時的な所得に対する課税が（生涯ベースで
みて）過大になったり，課税繰り延べを誘発し
たりする懸念も否めない。本稿の生涯所得課税
は課税の公平性と中立性を整合的にする仕組み
といえる。賃金等や超過利益に加えて，遺産・
贈与も生涯所得を構成することから，相続税・
贈与税との統合もあり得る選択肢になる。

Ⅱ．年間所得課税の課題

一般に所得税は年間所得をもって担税力と見
做し，これに累進税を課す。本稿ではこうした
所得税を「年間所得税」とする。経済学では個
人の厚生水準は生涯所得に拠る。こうした主張
については個人が（資金の借入に困難を伴う）
流動性制約に直面するなどしたときには妥当し
ないとの批判も少なくない。しかし，仮に流動
性制約があったとしてもなお年間所得税は生涯
ベースでみて水平的に不公平である他，譲渡益
の実現を意図的に先送りする課税の繰り延べを
誘発するなど投資の効率性を損なう。保険機能
にも限界はある。給付と課税を組み合わせた「負
の所得税」の場合，所得が低下したときに給付
が生じる一方，その給付額は過去の所得税額と
関連付けられているわけではない。他方，生涯
所得税における給付は過去の納税額に応じると

いう意味で給付と負担が連動している。
はじめに年間所得税の課題を簡単な数値例で

みていきたい。簡単化のため金利をゼロとす
る。表 1 にある A 氏～ C 氏はいずれも 5 期間
に渡る生涯所得が 3,000 万円で等しい。しかし，
所得の発生パターンが異なる。所得には給与・
事業所得の他，退職金，キャピタルゲインなど
一時的な収益が含まれる（キャピタルロスや災
害による損失などを勘案すれば，課税所得がマ
イナスになる可能性は排除されない）。A 氏は
600 万円で一定である一方，B 氏についてはバ
ラツキがある。C 氏は第 4 期のみ 1,800 万円と
高い一時所得を得ている。これらに年間所得課
税を適用すると生涯所得が同一にも関わらず，
所得税の差異が生じてくる。例えば，所得税は
課税所得が 300 万円まで限界税率 10％，301 万

- 51 -- 50 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和６年第３号（通巻第 157 号）2024 年８月〉



円から 600 万円の間で限界税率 20％，601 万円
超で限界税率は 35％としよう。仮に所得がゼ
ロであれば税額もゼロになる。なお，負の所得
税のように低所得に対しては給付があっても議
論の本質に変更はない。このとき 5 期間を通じ
た A 氏の所得税総額が 450 万円（毎期 90 万円
＝ 0.1 × 300 万円＋ 0.2 ×（600 万円－ 300 万円））
に対して，所得に変動がある B 氏（585 万円），
C 氏（630 万円）の課税額が高くなる。生涯ベー
スでは納税者間で水平的不公平がある。

加えて年間所得への累進課税は所得の実現の
先送りを誘発し易い。現行の所得の発生ではな
く実現した時点で課税されるからである。B 氏
は所得が高いとき，例えば，第 2 期の所得 900
万円のうち 300 万円を収入の低い（よって限界
税率の低い）第 3 期に繰り延べる（第 2 期，第
3 期に申告する課税所得を 600 万円とする）こ
となどで所得税を軽減できる。税制ではなく納
税者の裁量によって税負担が平準化されるわけ
だが，こうした機会のある納税者と機会のない
納税者の間で水平的に不公平となる。更に株式
等の含み益を留保するロックイン効果は投資資
金の流動性を損ねて資本市場に非効率を及ぼし
かねない。他方，節税を抑えるべく，累進構造
を緩和すれば，所得税の再分配機能が損なわれ
てしまう。

本来，株式等の譲渡益などは生涯ベースで
捉えるべき所得といえる。譲渡益は過去の所

得の累積といえるからだ。仮に 10 年保有した
株式を売却して 1 億円の譲渡益があったとし
ても，それは毎年 1 千万円ずつ生じた利益の
合計かもしれない。発生主義ベースでみれば，
過去 10 年の所得がいずれも 1 千万円だったこ
とになる。累進課税の下では 1 億円をまとめ
て実現したときの税負担はこれを毎年 1 千万
円で 10 年間に分割した場合よりも高くなって
しまう。実際，譲渡益を含む金融所得に一律
15％（地方税を入れて 20％）で課税されるのは，
所得の一時性への配慮がある。もっとも，高
額所得層の所得に占める土地・株式等譲渡益
の割合が高いことがあり，年間所得が 1 億円
を超えると所得税の負担率が低下する不公平，
所謂「1 億円の壁」が生じることになった。こ
れに対して令和 4 年度税制改正大綱において
政府は合計所得金額が 30 億円を超える富裕層
を対象に課税を強化する仕組みを 2025 年度か
ら適用する方向だ。

同様の問題は退職金にもいえる。退職金は課
税所得に応じて税率が高くなる累進税が課され
る。ただし，給与・事業所得など他の所得とは
合算されない。合わせて課税所得は前述の控除
額を差し引いた上に 1/2 を掛けた金額に留ま
る。長期勤続への手厚い控除に加え，控除後の
金額の半分のみを課税対象とするのは「経常
的」な給与等とは違って退職金が「一時的」な
所得だからだ。ただし，こうした軽減措置の結

万円
A 氏 B 氏 C 氏

期間 課税所得 現年所得税 課税所得 現年所得税 課税所得 現年所得税
1 600 90 300 30 300 30
２ 600 90 900 195 300 30
３ 600 90 300 30 300 30
４ 600 90 1,200 300 1,800 510
５ 600 90 300 30 300 30

合計 3,000 450 3,000 585 3,000 630

表 1　年間所得税

（注） 300万円までは税額＝0.3×所得，301万円から600万円の間は税額＝0.2×（所得－300万円）＋0.1×300万円，
600 万円超は税額＝ 0.35 ×（所得－ 600 万円）＋ 0.2 ×（600 万円－ 300 万円）＋ 0.1 × 300 万円

（出所）筆者作成
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果，同じ退職金を年金の形ではなく一時金で受
け取った方を有利にしてしまっている。退職一
時金・年金の支払や受給に関する企業や個人の
選択に対して中立的でない。実際，確定拠出年

３） 実際，前述したトニー・クレメントの生涯所得税に対する批判としては，生涯所得が累積する高年齢層ほど
税負担が重くなることが挙げられている。
Tony Clement's Proposed Tax Plan Increases Complexity | Fraser Institute
https://www.fraserinstitute.org/article/tony-clements-proposed-tax-plan-increases-complexity

金では，企業型・個人型ともに 9 割の個人が年
金払いよりも一時金受給を選択しているという

（政府税制調査会資料）。

Ⅲ．生涯所得課税の構想

デジタル化以前から公的年金制度は生涯所得
課税に似た仕組みだった。年金の受給資格や給
付額は過去の保険料納付額や標準報酬月額に
拠っている。現在の年金記録では各月の公的年
金の加入状況の他，各月の保険料納付，標準報
酬月額・賞与額が確認できる。所得税にも過去
の所得情報を知る術はある。例えば，源泉徴収
を行う雇用主等は（年間収入と納付した所得税
額を記載した）源泉徴収票の元になる源泉徴収
簿を 7 年間保存しなければならない。青色申告
をする事業主にも 7 年間の帳簿の保存義務があ
る。これらの期間を無制限にすれば，生涯所得
を算出できる。納税者側の事務的なコストが懸
念されるところだが，所得情報の管理など実務
的な課題も現在のデジタル技術を活用すれば対
処できるはずだ。

以下では本稿が提言する生涯所得課税を定式
化する。当然，生涯所得は予め知られているわ
けではない。そのため納税者が就労などを始め
てから今期までに実現した所得の累積額を用い
る。生涯所得の「絶対額」を用いると人生の後
年になるほど（所得の累積額が増えるため）累
進課税が生じやすくなる 3）。 これを避けるとと
もに現行の累進課税を適用できるよう累積所得
を「平均化」する。生涯ベースの所得平準化課
税にあたる。ただし，米国・カナダで行われて
いた，あるいはシャウプ勧告にあった平準化課

税とは異なり，今期の所得を「将来」の所得に
対して平準化するのではなく，「過去」の所得
と平準化させた課税である。具体的には所得の
累積平均（＝今期までの合計所得÷期間）に累
進課税を課し，これに現在までの期間を乗じ
る。結果，仮に初期から現在に至るまで平均額
を稼得していたときに課されたであろう所得税
の合計額が算出される。更に課税が累積しない
よう（同じように計算された）前期までの所得
税の合計額を差し引く。これは前期に納税され
た所得税の清算にあたる。累積平均に応じた課
税と清算を繰り返すのである。従って，今期を
J 期，T（・）を租税関数とすれば，今期（＝ J 期）
の課税額は以下のように与えられる。

J 期の課税額＝  J×T（ J 期までの累積平均）
－（ J - 1）× T（ J - 1 期までの
累積平均）

これを数式で表すと，

 （1）
となる。ただし，𝜏𝜏𝐽𝐽 = 𝐽𝐽 𝐽 𝐽𝐽 �1𝐽𝐽 ∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝐽𝐽

𝑗𝑗=1 � − �𝐽𝐽 − 1� 𝐽 𝐽𝐽 � 1
𝐽𝐽−1∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝐽𝐽−1

𝑗𝑗=1 �  は J 期の課税額，𝜏𝜏𝐽𝐽 = 𝐽𝐽 𝐽 𝐽𝐽 �1𝐽𝐽 ∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 � − �𝐽𝐽 − 1� 𝐽 𝐽𝐽 � 1

𝐽𝐽−1∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝐽𝐽−1
𝑗𝑗=1 �  は j 期

に実現した所得に等しい。税率が一律（フラッ
ト）であれば，（1）式は年間所得税に一致する。
仮に「負の所得税」を認めるならば，平均所得
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が低いとき T（・）が負になる（給付が行われる）。
累進課税は高所得層のみに適用されるわけでは
ない。米国の EITC のように T（・）が税と給付
を一体化させているとすれば，所得が低水準で
あっても給付が削減されるという意味でその限
界実効税率は高くなり得る。この場合，年間所
得税から生涯所得税への転換は高所得層のみな
らず，低所得の家計にも影響する。

ここで（1）式を以下のように書き改める。

𝜏𝜏� = 𝑇𝑇�𝑧𝑧�̅���+ 𝐽𝐽�𝑇𝑇�𝑧𝑧�̅� − 𝑇𝑇�𝑧𝑧�̅����  �（1’）

た だ し， �̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1 = 1
𝐽𝐽𝐽1∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽1

𝑗𝑗=1 、�̅�𝑧𝐽𝐽 = �
� 𝑧𝑧� +

���
� �̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1  ，�̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1 = 1

𝐽𝐽𝐽1∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽1
𝑗𝑗=1 、�̅�𝑧𝐽𝐽 = �

� 𝑧𝑧� +
���
� �̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1  

である。（1’）式は第 1 期のある前期（J-1 期）
までの累積平均課税額に加え，今期（J 期）ま
でに支払われてこなかった（還付されていな
かった）金額を第 2 項にあるように上乗せ（減
額）しているとも解釈できる。また，（1）式

（ないし（1’）式）を初期から今期まで合算し
た所得課税の合計額は J× 𝑇𝑇�𝑧𝑧�̅�  に等しい。各
人のライフサイクルにおける所得の推移や最終
期（就労・生存期間等）の如何に拠らず，「結
果」として生涯所得に対する課税が実現するこ

とになる。仮に平均所得の計算に誤りがあって
も，途中で修正されれば最終的な税額に影響は
ない。加えて，譲渡益や退職金を含む一時的な
所得についても累進課税が実行可能だ。なお，
所得税の税率が（個人住民税のように）一律な
比例であれば，上式は年間所得税と同値になる。
実際，表 1 の A 氏のように期間中，所得が一
定の場合，累積平均は年間所得に一致する。従っ
て各期の課税額は年間所得課税と変わりない。

生涯所得税の効果を表 2 の数値例でみていこ
う。所得の変動が大きかった B 氏のケースを
取り上げる。租税関数は表 1 と同じとする。同
氏の第 2 期の所得は 900 万円であるが，生涯所
得課税においては第 2 期までの累積平均 600 万
円（＝（300 万円＋ 900 万円）÷ 2）が課税対
象になる。これに年間所得課税と同じ租税関数
を適用すると税額は 90 万円で与えられる。仮
にこの累積平均が 2 期間に渡って等しく生じ
ていたとすれば所得税の合計は 2 × 90 万円＝
180 万円である。前期に既に支払われた 30 万
円を還付すれば，第 2 期の最終的な税額は 150
万円（＝ 2 × 90 万円－ 30 万円）となる。第
3 期以降も同様に累積平均への課税と清算を繰

万円
B 氏 課税の先送りの誘因

期間
課税所得 累積平均 生涯所得課税 課税所得 累積平均 生涯所得課税

累積平均への税額 調整税額 実現ベース 実現ベース 累積平均への税額 調整税額
1 300 300 30 30 300 300 30 30
２ 900 600 90 150 600 450 60 90
３ 300 500 70 30 600 500 70 90
４ 1,200 675 116 255 750 563 82.5 120
５ 300 600 90 -15 750 600 90 120

合計 3,000 450 3,000 450
保険機能

期間 課税所得 累積平均
生涯所得課税

累積平均への税額 調整税額
1 300 300 30 30
２ 900 600 90 150
３ 300 500 70 30
４ 0 375 45 -30
５ 1,000 500 70 170

合計 2,500 350

表 2　生涯所得税

（出所）筆者作成

- 54 -

生涯所得課税の提言



り返す。最終期の累積平均は生涯所得の平均額
600 万円（＝ 3,000 万円÷ 5）に等しい。結果
として 5 期間の所得税の合計額は 450 万円（＝
5 × T（600 万円））であり，これは（3,000 万
円の生涯所得が毎期，均等に生じた）A 氏の
負担と同じになる。表 1 の C 氏の生涯課税額
も 450 万円で変わらない。

現時点までの生涯所得は，今期の所得と前期
までの生涯所得の加重平均として与えられる。
原則，過去に遡って生涯所得を計算し直す必要
はない。しかし，過去の所得の算出根拠となっ
た法定調書は必要だ。遡って所得を修正，再評
価することもある。所得情報（及びその根拠と
なる資料）の保存は有用であり，デジタル化に
よって可能になってくる。また，こうした所得
情報を（納税者本人に代えて）税務当局が保存
するようにすれば納税者にとっても利便性に適
う。なお，累進課税のとき T（・）が凸関数に
なることから，租税関数に変わりがないとすれ
ば，

 （2）
が成り立つ。生涯所得税の場合，課税ベース＝
生涯所得と毎期に実現する所得が一致しないこ
とから納税のための現金に欠く「流動性制約」
が懸念されるかもしれない。しかし，（2）式に
ある通り，現行の年間所得税よりも毎期の負
担は軽減される。加えて，𝑇𝑇�0� ≤ 0  である限
り，今期の所得がゼロのときは還付金が生じる。
従って，生涯所得税はむしろ流動性制約を緩和
するように働く。このことは後述する生涯所得
税の保険機能に繋がる。他方，各期の政府の税
収は減収となる。とはいえ，租税回避の誘因が
抑えられることから，年間所得課税よりも累進
構造を維持して，税収も確保し易いだろう。課
税の繰り延べの誘因も抑えることから年間所得
課税よりも結果的に再分配機能も発揮する余地
も高まる。

また，生涯所得課税は富裕（財産）税の代替
肢になろう。近年では米国を含め資産税を巡る

議論が再燃している。米国民主党の急進左派の
ウォーレン米上院議員らは，資産 5,000 万ドル
超の世帯に年間 2％，10 億ドル超の世帯には年
間 3％を課税する「超富裕税」法案を提出して
いる。我が国でも貯金残高（二人以上世帯）の
平均が 1,755 万円であるのに対して，60 歳代の
平均は 2,330 万円になっている（家計調査報告

（2019 年））。このため「資産課税が適切な再分
配機能を果たしていくべく，そのあり方を不断
に検討していく必要がある。」と指摘されてい
る（政府税制調査会（2019 年 9 月 26 日））。生
涯所得税は一時的な高額所得への課税を平準化
する上，後述の通り，（格差の源泉でもある）
超過収益に対する課税が可能になる。課税の繰
り延べの誘因も解消される。また，表 2 にある
通り，所得の実現パターンを操作しても，B 氏
の生涯負担は 450 万円で変わらない。直観的な
理由としては今期の税負担を軽減しても次期の
還付の減額で相殺されること，最終期の税額が

（いずれ実現される所得を全て含んだ）生涯平
均に拠ることが挙げられる。

生涯所得課税は保険機能も発揮する。年間所
得税の場合，法人税における繰戻金のような過
去の税の還付あるいは繰越欠損金といった将来
の減税はない。所得税額はゼロ（𝑇𝑇(0) = 0  ），
あるいは「負の所得税」であれば給付が生じる
が，非常時に所得が急減した個人と平時から低
所得な個人の区別はない。自助努力（自己保険）
としての貯蓄があるものの，災害を予め見越せ
るとは限らない他，災害がなければ万が一に備
えた貯蓄は過剰になりかねない。最低限の生活
水準を保証するセイフティーネットと違い，各
人に平時に近い生活水準を維持する，つまり，
平時と非常時の収入を平準化するのが保険の
機能である。表 2 の通り，第 4 期に災害等で B
氏の所得が失われたとしよう。年間所得課税と
は異なり，累積平均が前期よりも大きく落ち込
むことで 30 万円が還付される。B 氏の例に限
らず，生涯所得税の下では，災害時（＝ J 期）
の所得が以前の平均所得（＝ �̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1  ）と比較し
て減少した場合，平時の所得が高水準ほど（よっ
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て納税額が多いほど）減税される金額は大きく
なる。つまり，数式では以下のように表される。

 if and only if  （3）
図 1 は 2 期間のうち災害時（第 2 期）の所得を
ゼロとして，平時（第 1 期）の所得と第 2 期の
還付額を比較している。前期の所得が高いタッ
クスブラケットにいて今期の所得がゼロ（よっ
て年間所得課税もゼロ）になった納税者には還
付が生じる。ただし，税制上の扱いは前期の所
得によって違ってくる。ここでは前期の課税所
得が 600 万円であれば還付額は 30 万円である
一方，1,200 万円超のときは 120 万円が還付さ
れている。ここでは不公平との向きもあろうが，
そもそも彼等は生涯ベースで均等ではないこと
に留意されたい。平時の所得税は一部保険料に

似た役割を果たしている。平時の納税＝保険料
が多いほど，非常時の還付額＝保険金が増える
からだ。逆に平時の所得を過小に申告していれ
ば，還付額は少ない。生涯所得税は平時の正直
な納税に報いる仕組みでもある。加えて，災害
後に所得が回復しても年間所得税に比して税額
が急増することはない。例えば，表 2 にある通
り，災害後の第 5 期に B 氏の課税所得が 1,000
万円に回復したとしよう。年間所得税の下では
税額が 230 万円（=0.35 ×（1000 万円－ 600 万円）
＋ 0.2 ×（600 万円－ 300 万円）＋ 0.1 × 300 万円）
になる一方，生涯所得税であれば 170 万円に留
まる。このことは

𝑑𝑑
𝑑𝑑��

𝜏𝜏𝐽𝐽 = 𝑇𝑇𝑇（�̅�𝑧𝐽𝐽） = 𝑇𝑇 ��� 𝑧𝑧� +
���
� �̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1� < 𝑇𝑇𝑇（𝑧𝑧�） if and only if 𝑧𝑧� > 𝑧𝑧�̅�� 

 if and only if 
𝑑𝑑
𝑑𝑑��

𝜏𝜏𝐽𝐽 = 𝑇𝑇𝑇（�̅�𝑧𝐽𝐽） = 𝑇𝑇 ��� 𝑧𝑧� +
���
� �̅�𝑧𝐽𝐽𝐽1� < 𝑇𝑇𝑇（𝑧𝑧�） if and only if 𝑧𝑧� > 𝑧𝑧�̅�� （3’）

となることからも分かる。

図 1　生涯所得税の保険機能

（出所）筆者作成
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Ⅳ．保険機能の試算

ここでは前述の保険機能を定量的に評価した
い。個人は所得の不確実性に直面している。各
期の所得ショック 𝜀𝜀�  （ j ＝期間）は正 =h と負
=l の2種類とする。ショックには持続性があり，
マルコフ過程に従う。ここでは今期，正（負）
のショックのとき，次期もショックが正（負）
となる確率は 0.8，負（正）に転じる確率は 0.2
と仮定する。従って，推移確率行列は以下のよ
うに表される：

D = �𝑞𝑞(ℎ|ℎ) 𝑞𝑞(𝑙𝑙|ℎ)
𝑞𝑞(ℎ|𝑙𝑙) 𝑞𝑞(𝑙𝑙|𝑙𝑙) � = �0.8 0.2

0.2 0.8�  

� （4）
期間に応じて決まる非確率的所得を 𝑦𝑦�  （ j ＝期
間）とする。 𝑦𝑦�  は「令和 4 年賃金構造基本統
計調査」の 64 歳までの年齢別所定内給与（男
女・産業計）から算出している（補論 1 参照）。
毎期の所得は 𝑦𝑦�  にショック 𝜀𝜀�  が乗じられる形
で実現する：�̃�𝑧� = 𝜀𝜀�𝑦𝑦�  。個人はリスク回避的
であり，次期に繰り越す資産𝐴𝐴���  を決定する。
ただし，初期資産はゼロとする。個人は流動性
制約に直面しており，𝐴𝐴�  は非負の値でなけれ
ばならない（今期の所得が低いとき，将来の所
得増を担保に借入はできない）。試算にあたっ
ては金利も考慮する。効用関数を γ  を「相対的
危険回避度」とする CRR 型，第 j 期の消費を
𝑐𝑐�  ，割引因子を𝛽𝛽  ，グロスの金利𝑅𝑅(= 1 + 𝑟𝑟)  
は割引因子の逆数に等しい（𝑅𝑅 = 1/𝛽𝛽  ）とす
れば，毎期の最適化問題は以下のように表され
る：

𝑉𝑉��𝐴𝐴� , 𝜀𝜀�� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�� �
�

��� 𝑐𝑐�
��� + ��𝑞𝑞�ℎ�𝜀𝜀��𝑉𝑉����𝐴𝐴���,ℎ� + 𝑞𝑞�𝑙𝑙�𝜀𝜀��𝑉𝑉����𝐴𝐴���, 𝑙𝑙��

subject to 𝐴𝐴��� = 𝜀𝜀�𝑦𝑦� + 𝑅𝑅𝐴𝐴� − 𝜏𝜏� − 𝑐𝑐�
�  

� （5）
ここで 𝑉𝑉�𝐴𝐴� , 𝜀𝜀��  ，は最大化された価値関数であ
る。金利があるときの生涯所得税 𝜏𝜏�  は次節の

（7）式を参照のこと。年間所得税の下では𝜏𝜏�  が

𝑇𝑇�𝜀𝜀�𝑦𝑦��  に置き換えられる。租税関数としては
実証分析で多く用いられている関数形を採用す
る（Bénabou, 2002など）。𝑥𝑥�  を第 j 期の課税ベー
ス（生涯所得税であれば，𝑥𝑥� = 𝑧𝑧�̿  ，年間所得
税であれば 𝑥𝑥� = �̃�𝑧� 𝑥𝑥� = �̃�𝑧� 𝑥𝑥� = �̃�𝑧� ）とすれば，以下のように
なる。

𝑇𝑇�𝑥𝑥�� = 𝑥𝑥� −（1− 𝜆𝜆）𝑥𝑥����   （6）

課税が累進的であるほど， 𝜏𝜏 = 0  は大きな値を取
る。他方，𝜏𝜏 = 0  であれば，上式は税率 𝜆𝜆  

  
の

フラット（比例）税に一致する。試算では期
間を 8 期，割引因子を 𝛽𝛽 = 0.95 ，税の累進
度を 𝜏𝜏 = 0.15  ，𝜆𝜆  については年間所得税の下
で𝜆𝜆 = 0.1  とおいた。生涯所得税への移行が
税収中立的になるよう 𝜆𝜆  を調整している。具
体的には 8 期間に渡る税収の「期待現在価
値」が同じになる。ここで政府はリスク中立
的，あるいは所得ショックが個人間で独立で
ある限り，期待値は平均に一致する。CRR 型
効用関数の𝛾𝛾  は相対的危険回避度にあたるが，
試算では𝛾𝛾 = 2  もしくは 𝛾𝛾 = 5  とする。所得
ショック𝜀𝜀� = (ℎ, 𝑙𝑙)  についてはショックの幅
𝜀𝜀� = (1.4, 0.7)  を標準ケースとして，幅が極端
に大きくなるケース𝜀𝜀� = (1.9, 0.1)  などを想定
した。試算結果は表 3 で与えた通りである。表
では年間所得税と生涯所得税の下での期待効用
を比較している。いずれのケースも年間所得税
から生涯所得税への税収中立的な転換が期待効
用を高めていることが分かる。特に危険回避
度が高く，所得ショックが大きくなると厚生
の改善度は高くなる。例えば，危険回避度が
𝛾𝛾 = 2  ，所得ショックの幅が 𝜀𝜀� = (1.6, 0.4)  
のとき（ケース 2）。生涯所得税は年間所得税
に比べて厚生水準＝期待効用を 2.7％改善する。
次に図 2 はケース 2 における消費・貯蓄等の推
移（平均値）である。年間所得税に比して生涯
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所得税の下では消費が高く，貯蓄が低い。生涯
所得税が保険の機能を果たすため，負のショッ

クに備えた自己保険としての貯蓄が少なくて済
むことが伺える。

表３　試算結果

図２　ケース２

（出所）筆者作成

（注）上記は数値例であり現実の値を反映しているわけではない。
（出所）筆者作成

期待効用 変化率
ケース λ（lambda） 年間所得税 生涯所得税 %

1

危険回避度 ２

所得ショック
1.4

0.13 -3.48 -3.46 0.6
0.7

２ 所得ショック
1.6

0.13 -4.26 -4.15 2.7
0.4

３ 所得ショック
1.9

0.15 -8.68 -6.75 22.3
0.1

４
危険回避度 ５

所得ショック
1.4

0.13 -0.10 -0.10 4.9
0.7

５ 所得ショック
1.9

0.15 -35.88 -10.10 71.9
0.1

- 58 -

生涯所得課税の提言



Ⅴ．生涯所得課税の一般化

４） 図 2 の場合，第 3 期までの累積平均は　 400 + . + ( . ) = = 467  
５） 第 2 期の名目所得 /（1 ＋名目利子率）＝（1 ＋インフレ率）（第 2 期の実質所得）/（（1＋インフレ率）×（1

＋実質利子率））＝第 2 期の実質所得 /（1 ＋実質利子率）
6） 毎期の所得がゼロ，かつ低所得に給付が行われる場合，（7）式は𝜏𝜏� = (1 + 𝑟𝑟)���𝑇𝑇(0) < 0  
　となり，（現在価値をT（0）で保つよう）時間の経過とともに増加する。法人課税でいえば，「利子付き」で繰越

欠損金が繰り越されていくことに似ている。

これまでの説明では金利をゼロとしてきた。
金利を考慮すると家計の生涯所得は「割引現在
価値」として表される。現在の所得 100 万円と
将来の所得 100 万円では価値が異なることによ
る。ここでは初期（第 1 期）からみた割引現在
価値を用いる。従って，現在に近い所得ほど大
きく割り引かれる。割引率（及び後述の正常利
益）の算出に用いる金利としては国債金利の平
均水準等があるだろう。例えば，図 2 のように
課税所得が生じているとしよう。第 3 期の値は
416 万円となっている。仮に金利を 2％とすれ
ば，初期（第 1 期）の観点からみた現在価値は
400 万円（＝ 416 万円÷（1+0.02）2）に等しい。
本稿の生涯所得課税では各期までの課税所得の
現在価値を累積平均する 4）。正確には名目所得
額を名目金利で現在価値化している。このよう
に第 1 期の観点から現在価値化すると，第 2 期
のインフレは分子＝課税所得と分母＝割引率に
等しく影響するため実質的な値は一定に保たれ
る 5）。つまり，生涯所得税はインフレの影響を
被らない（インフレ期に問題になる累進課税の
ブラケットクリーピングは生じない）。租税関
数 T（・）はこの累積平均に適用される。その
上で累積平均への今期の課税と前期の課税の清
算を繰り返す。ただし，ここでは（清算後の）
課税額を（割引率と同じ）金利で割り戻して各
期の価値に置きかえる。即ち，

� �

　　　　　　 （7）6）

となる。 𝜏𝜏�  は J 期の課税額，𝑟𝑟  は実質金利（表
記の簡単化のために一定と仮定）， 𝑧𝑧�  は j 期に
実現した所得である。J 期までの累積課税の現
在価値は

�（8）

に等しい。このように初期から今期までの所得
課税の合計を割り引いて現在価値化すれば，そ
の金額は J × T（ J 期までの累積平均の現在価
値）に一致する。再び表 1 にある租税関数を前
提に説明しよう（ただし，限界税率の閾値は現
在価値額と解釈される）。表 4 にある通り，第
3 期の現在価値化された累積平均 467 万円に対
する税額は 63 万円となる。従って第 3 期まで
所得が累積平均のままだったときの税額は 3 ×
63 万円である。表 2 の例と同じく累積平均へ
の前期の課税額 70 万円に期間（2 期）を乗じ
て控除すると 50 万円（＝ 3 × 63 万円－ 2 ×
70 万円）を得る。これを金利 2％で割り戻し
て第 3 期の価値にすると同期の課税額は 52 万
円（＝（1+0.02）2×50 万円）に等しい。表 4 で
は生涯所得の現在価値が 3,000 万円であったこ
とから，生涯所得課税の現在価値は図 1 同様，
450 万円で与えられる。課税所得の発生パター
ンとは独立に生涯所得（現在価値）が 3,000 万
円である限り，現在価値化された生涯所得課税
額は 450 万円で変わらない。実際，課税の繰り
延べで今期の税額を 10 万円減額できたとしよ
う。しかし，次時の税額は前期課税分の清算額
の減額で（1 ＋金利）× 10 万円増える。今期
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の価値に割り引くと 10 万円の節税額と相殺さ
れた格好になる。

金利があるとき，生涯所得の計算上，「正常
利益」と「超過利益」の区別が重要になる。理
論上，貯蓄からの利子等「正常利益」は派生所
得であって生涯所得にはカウントされない 7）。
投資・貯蓄等から生じる所得のうち「超過利
益」が生涯所得に該当する。例えば 100 万円で
株を購入して次期に 110 万円で売却したとしよ
う。キャピタルゲインは 10 万円（＝ 110 万円
－ 100 万円）である。しかし，100 万円を貯蓄
すれば金利 2％を得ていたとすると 2 万円（＝
2％× 100 万円）は正常利益にあたる。この場合，
超過利益は 8 万円（＝ 10 万円－ 2 万円）でな
ければならない。この超過利益は前期の購入額

（＝ 100 万円）を金利（＝ 2％）で割り戻し（＝（1
＋ 0.02）× 100 万円）した上で今期の売却額（＝
110 万円）から差し引いた金額にあたる 8）。

超過収益への課税としては拠出金を所得控

7） これに関連してオランダのボックス税制における利子・配当等（ボックス 3）は純資産額の規模に応じて
1.94％，4.45％，5.6％の 3 種類のみなし収益率が適用されている（2017 年～）。

8） こうした超過利潤課税はキャッシュフロー課税と「税等価」であり，その実現のタイミングについて中立的
になる。実際，現在価値でみると(�������)��.������

���.�� = ���
���.�� − 100  

9） キャッシュフロー税の場合，投資が行われる期間に課税ベースがマイナスになり易い。これを避けた税等価
な課税としては法人税では ACE（Allowance for Corporate Equity），個人所得税としてはノルウェー型の株主
所得税（Shareholder Income Tax）がある。

除，運用に係る利子等を非課税にした上，これ
を引き出し時に課税しても良い。そのため金融
所得課税を F ベース（金融取引を対象とした）
の「キャッシュフロー」に転換するのも一案で
あろう。キャッシュフロー税は資金の流出入を
課税ベースとする。具体的には売却額及び借入
は課税，購入・返済は控除される 9）。超過収益
課税や（税等価の）キャッシュフロー課税はロッ
クイン効果（課税の繰り延べ）を誘発しない。
表 5 の数値例に即して言えば，課税所得の発生
パターンとは独立に生涯所得（現在価値）が
3,000 万円である限り，現在価値化された生涯
所得課税額は 450 万円で変わらない。仮に譲渡
益課税の繰り延べで今期の税額を 10 万円減額
できたとしよう。しかし，次期の税額は前期課
税分の清算が減額される結果，（1 ＋金利）×
10 万円増える。今期の価値に割り引くと 10 万

表 4　生涯所得税（現在価値化）

（注）金利は 2％を仮定
（出所）筆者作成

万円
生涯所得課税

期間
課税所得 累積平均 累積平均への

税額
調整税額

各期の価値 現在価値 各期の価値 現在価値
1 400 400 400 50 50 50
２ 612 600 500 70 92 90
３ 416 400 467 63.33 52 50
４ 1,061 1,000 600 90 180 170
５ 649 600 600 90 97 90

合計 3,000 450
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円の節税額と相殺された格好だ（一般的なモデ
ルによる説明は補論 2 を参照）。租税回避のイ
ンセンティブが抑制されるため，年間所得税に
比べて累進構造を維持しつつ，税収を確保し易
くする。また，再分配機能を強化する余地を広
げることにもなる。なお，富裕層への課税の適
正化の観点からキャッシュフローの「実現」ま
で待つことなく時価評価を行い「発生」時点で
彼等の含み益に課税することが求められるかも
しれない。その場合，一旦，時価評価で金融所
得を累積平均に算入の上，キャッシュフロー実
現時に累積平均を再計算する。前期までの課税
は還付されるから生涯ベースでみた課税額に変
わりはない 10）。

課税開始の初期段階において多額の収入を得
ても，その後の経常収入が低い場合，納税額は
一時的に高くなるが，その後は（平均所得が低
下して）還付が生じることになろう。予め還付
があることが想定されるなら，今期の課税額を
予め減じて，合わせて将来の控除を減らすも選
択肢だ。つまり，今期の減税額が とす
れば，来期の控除額は だけ少な
くなる。結果として，

� �

　　　　　　　 （9）

となる。一般に一定期間までに納税義務が清算
されることを条件として，各期の納税額を個人
の便宜に応じて柔軟化できよう。結果，生涯所
得課税は流動性の問題を軽減する。逆に今期
は（投資等の控除があって）平均所得が低く課
税額はマイナスだが，将来的に課税額になるの
であれば，（法人税の繰越欠損金のように）利
付で還付額を将来の課税額から控除することが
あっても良い 11）。

租税回避（課税の繰り延べ）を抑えるだけで

10） 後述の通り，死亡時には実現しなかった利益は時価評価の上，生涯所得に算入されなければならない。
11） 𝑠𝑠�  を j 期の課税の減免額としよう。𝑠𝑠� < 0  ならば，過去の減免額の清算，もしくは還付の繰り延べとなる。 

を（7）式に従って本来の納税額とすると，当該期の納税額は となる。𝑆𝑆�  をこれまでの累積額とす
れば，次期に繰り越される累積額は 𝑆𝑆��� = (1 + 𝑟𝑟)𝑆𝑆� + 𝑠𝑠�  に等しい。ただし，𝑆𝑆�  は死亡時までに清算されなけれ
ばならない。

はなく，生涯所得税は納税者の経済行動に対し
て中立的になる。第一に超過収益課税（キャッ
シュフロー課税）の性格上，生涯所得税は投資
選択を歪めない。株式等へのリスク投資も喚起
されよう。第二に労働の「異時点間選択」に
も影響しない。一般に「税の楔（tax wedge）」
と称されるが高い限界税率は労働供給の阻害
要因となる。例えば 𝑐𝑐�  及び 𝑙𝑙�  を第 j 期の消費，
労働供給，𝑤𝑤�  を賃金率，𝑈𝑈�𝑐𝑐�, 𝑙𝑙��  を効用関数と
すれば，（賃金ショック等）不確実性がないと
き労働選択の一階条件は以下のように与えられ
る。

� （10）

ただし， 𝑇𝑇��  は当該期の限界税率である。この
とき年間所得税の下では労働者が限界税率 𝑇𝑇��  
の高くなる期間から限界税率が低い期間に労働
供給を代替する誘因を持つ。他方，生涯所得税
の場合，限界税率は生涯ベースの平均所得に対
応しており時間を通じて一定となる。このため，
労働供給に係る異時点間の代替を誘発しない。
生涯所得税が労働供給を喚起することは後の試
算によって定量的に示される。

ここまでは不確実性のない経済を想定してき
た。賃金ショック等で将来の稼得所得に不確実
性があるとき，（10）式は以下のように変更さ
れる。

� （10’）

ただし，𝜌𝜌�  は第 N 期（最終期）の予算制約に
係るラグランジュ乗数（当該期の所得の限界効
用）である。その導出は Sato（2021）を参照
のこと。ここでは生涯平均所得に対する限界代
替率𝑇𝑇��   は確定していない。今期の労働供給は

（個人のおかれた状態に応じて変化する）𝜌𝜌�  で
加重平均された𝑇𝑇��   の「期待値」によって決まっ
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てくることになる 12）。選択が複雑になる上，税
額が確定しないという意味で課税の「予見可能
性」に欠くとの批判もありそうだ。もっとも，
この問題は本稿の生涯所得税に限ったことでは
ない。仮に財産を残すべく毎期に資産形成をす
るとしよう。生存年数や遺産目的の今後の資産
額の推移は予め分かっていない（自身の稼得所
得や収益率の動向次第による）。よって資産形
成の決定時の相続税額も定かではない。株式等
の譲渡益に対して累進課税を行う場合も譲渡益
に変動リスクがある以上，同じ問題を伴う。期
間こそ短いが年間所得税も同様だ。自営業者の
売上や非正規雇用の労働時間などは景気の動向
に左右されることから当該年の税額も予見可能
というわけではない（例えば年初に新たな契約
を交わして一定の所得を稼得するとしても，年
間所得はその後の契約にも拠ることから，当該
契約に伴う限界税率は確定していない）。予見
可能性を高める必要があるならば，「負の所得
税」の下で給付が発生する低所得水準や累進課
税が要請される高所得水準を除くと T（・）をフ
ラット化させるのが一案だ。このとき，生涯所
得税と年間所得税は同値になり，（9）式右辺の
限界税率式はフラット税率に一致する。

また，相続税・贈与税との統合もあり得る選
択肢だ。この統合は相続人と被相続人の双方に
関わる。前者についていえば，遺産・贈与は彼
等の生涯所得を構成する。「高齢世代内におけ
る資産蓄積の偏在が，相続を機会に次世代に引
き継がれる可能性」が指摘されてきた。このた
め，「資産課税の有する再分配機能は引き続き
重要」とされる（政府税制調査会（2019 年 9 月））。
他方，「資産移転の時期の選択に中立的な税制
を構築」の要請もある。仏，独では贈与税と相
続税を統合し，（生涯ベースに類した）累積課
税を実施してきた。独では相続した時期から過

12） 仮に個人が簡便（ヒューリスティック）な意思決定をしており，「生涯」ベースの平均所得を「今期」までの
平均所得𝑧𝑧�̅  に等しいとみなすならば，（9’）式は

となろう。

去 10 年間の財産の譲渡額を累計して課税する。
ただし，非上場株式や土地を含め，評価の難し
い相続資産も少なくない。この場合，課税所得
には一旦取得時の価格等で計上，後年，利益が
実現したときの超過利益に対して改めて課税す
る。当初の価値が低ければ，（この価格に市場
金利を乗じて算出される）正常利益は低くなり，
その分超過利益は高く評価されることになる。
例えば，時価評価が 1,000 万円の資産を取得時
の価格 500 万円で今期は課税所得に計上したと
しよう。次期にこの資産を（市場金利 2％で運
用して）1,020 万円で売却したとすれば，超過
利益はキャピタルゲインの 1,020 万円－ 500 万
円＝ 520 万円から正常利益 10 万円（＝ 500 万
円× 0.02）を差し引いた 510 万円となる。現在
価値化すれば，500 万円（＝ 510 万円÷（1 ＋
0.02））であり，過小評価された分（1,000 万円
－ 500 万円＝ 500 万円）に等しい。納税額の現
在価値に変化はない。なお，実物資産など現金
以外の収入が多いなどと今期の納税が難しい
ケースがある。仮に流動性が不足し，納税が困
難な場合，前述の通り，今期の課税を減免の上，
将来の還付額（＝（1 ＋市場金利）×今期の減
免額）の抑制で相殺する方法もある。将来の課
税額が増加するため，割引現在価値でみた生涯
納税額に変わりはない。

被相続人についても言及したい。生涯予算制
約上，生涯所得は生涯消費と遺産の合計に一致
する。つまり，生涯所得税は当該個人が残す遺
産への間接的な課税に相当する。ただし，「二
重課税」の批判は当たらない。遺産は（親世代
の）被相続人からみれば支出，（子ども世代の）
相続人にとっては収入となるからだ。また，実
現しなかった資産等の超過収益は被相続人の死
亡時に時価評価の上，生涯所得として課税され
なければならない（他方，現預金等が残ってい
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ても正常利益の範囲であれば，課税されない）。
仮に第 1 期に 100 万円投資して，資産の価値は
最終期の第 5 期に 131 万円だったとしよう。こ
の価値を実現しないまま個人が死亡して，当該
資産が相続されたとき市場金利（＝正常収益）
を 2％とすれば被相続人の生涯所得には第 1 期
の現在価値ベースで 21 万円（＝ 131 万円÷

13） 実際𝜌𝜌�    を（11）式に係るラグランジュ乗数とすれば，𝑙𝑙� = ���(1− 𝑇𝑇�)𝑤𝑤���  を得る。
14） このことは生涯予算制約式から明らかである。同式は補論 2 を参照のこと。

（1+0.02）4）－100 万円）が算入されなければ
ならない。これに応じた生涯所得税

� （11）
は（被相続人に課される）遺産税に相当する。

Ⅵ．労働供給への影響試算

生涯所得税が労働供給に与える影響を定量的
に試算しよう。ここで個人は 60 期間生存，最
初の 45 期間就労するものと仮定しよう。退職
期の収入はゼロになる（公的年金等は捨象す
る）。簡単化のため所得ショック等の不確実性
はないものとする。個人は毎期，（次期に繰り
越す）資産額と（退職前の 45 期まで）労働供
給を選択する。ここで個人の効用関数は以下の
ように与えられる。

𝑈𝑈�𝑐𝑐�, 𝑙𝑙�� = �
��� 𝑐𝑐�

��� − 𝜑𝜑 �
���/� �𝑙𝑙��

���/�  �（12）

𝛾𝛾  は危険回避度であり，異時点間消費の代替弾
力性の逆数に等しい。 𝛾𝛾  が高いほど個人は消費
の平準化を志向する。他方， 𝜀𝜀  は「フリッシュ
弾性値」である。フリッシュ弾性値とは労働供
給の異時点間の代替効果（今期の賃金変化が他
期間の労働供給に与える効果）を含む労働供給
の弾性値にあたる 13）。黒田・山本（2007）によ
れば，「「就業」と「労働時間」の選択を合わせ
たフリッシュ弾性値は男女計で 0.7 ～ 1.0 程度
となる一方，「労働時間」のみを反映したフリッ
シュ弾性値は 0.1 ～ 0.2 程度に留まる」。次に各
期の予算制約式は，

𝐴𝐴��� = 𝑧𝑧� + 𝑅𝑅𝐴𝐴� − 𝜏𝜏� − 𝑐𝑐�  � （13）

となる。ただし，𝑧𝑧� = 𝑤𝑤�𝑙𝑙�  が労働所得であり，
退職後の第 46 期以降はゼロになる。賃金率𝑤𝑤�  
は「令和 4 年賃金構造基本統計調査」の 64 歳
までの年齢別所定内給与及び所定内実労働時間

（男女・産業計）から算出している（補論 1 参
照）。ここでは𝑅𝑅(= 1 + 𝑟𝑟) = 1/𝛽𝛽  及び初期資
産はゼロ（𝐴𝐴� = 0  ）とする。年間所得税の場
合，関数𝜏𝜏�  が𝑇𝑇�𝑧𝑧��  に置き換えられる。税率関
数 T（・）は（6）式と同様である。流動制約は
なく，𝐴𝐴�  が負になる可能性を排除しない。こ
の場合，個人の厚生水準は（課税後）生涯所得
に応じて決まってくる 14）。 個人は（13）式を制
約に生涯効用

� （14）

を最大化する。試算では割引因子𝛽𝛽 = 0.96  ，労
働の不効用パラメータ 𝜑𝜑 = 0.5  とおいた。ま
た，所得税率が一律 20％であるときの税収を
ベンチマークに（60 期間に渡る税収の現在価
値が同じという意味で）税収が一定になるよう
所得税の累進度＝𝜏𝜏  を変更する。また，年間所
得税から生涯所得税へ移行に当たっては限界税
率を変えないよう所得税の定額部分（税額控除
に相当）を調整して税収中立としている。その
試算の結果は表 5 の通りである。例えば，ケー
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ス 1（危険回避度＝ 1，所得税の累進度＝ 1.5，
所得の弾力性＝ 0.3）の場合，生涯所得税は年
間所得税に比べて，退職期までの平均所得 �̅�𝑧45  
を平均 3.15％，課税後の生涯所得を 3.44％増加
させる。所得弾力性が高いほど，あるいは課税
が累進的なほど年間所得税から生涯所得税への

（税収中立的な）転換は労働供給を喚起して（課
税前平均所得を増やして），課税後の生涯所得
を高めている。また，危険回避度が低い（代替
の弾力性が高い）ときも大きな効果を発揮する
ことが分かる。

図 3 は所得の弾力性及び所得税の累進度が高
い一方，危険回避度が低い（異時点間消費の代
替弾力性の低い）ケース 7 における貯蓄等の推
移を与えている。年間所得税の場合，限界税率
が期間の推移とともに変動するが，生涯所得税
では（不確実性がないため生涯ベースの平均所
得に対応した税率によって）一定になる。総じ
て労働供給が喚起され，異時点間で労働配分の
歪みが是正される結果，所得は総じて後者の方
が高い水準になる。他方，労働所得が増える分，
年間所得税よりも生涯所得税の下で貯蓄は低く
推移する。

（注）変化率は年間所得課税から生涯所得課税への転換による。
（出所）筆者作成

表 5　労働供給への影響試算

変化率（％）
ケース λ（lambda） 税収 平均所得 生涯所得

1 危険回避度 2
所得の弾力性

0.3 0.12 8.31 3.15% 3.44%
2

累進度 0.15
0.4 0.12 8.47 3.80% 4.05%

3 0.5 0.12 8.59 4.34% 4.50%

4
危険回避度 2

累進度 0.2 0.10 8.31 4.18% 4.57%
所得の弾力性 0.3

5 危険回避度 1
所得の弾力性

0.3 0.11 9.06 3.91% 4.39%
6 累進度 0.15 0.5 0.11 9.85 5.68% 6.19%

7
危険回避度 1

累進度 0.2 0.08 9.85 7.53% 8.26%
所得の弾力性 0.5
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図３　ケース７

（注）上記は数値例であり現実の値を反映しているわけではない。
（出所）筆者作成
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Ⅶ．結語

15） 関連にして英国のユニバーサルクレジットでは受給者が自営業者の場合，同業者の動向等から類推される労
働時間（見做し労働時間）に最低賃金を掛けた金額を最低所得として給付額を算定している。

ここで何点か留意点がある。第一に累積平均
の算出に当たっては，現行制度では（所得が少
なく）非課税になっている家計にも申告が求め
られる。少額な所得の申告は納税者の利便性を
損なうとの向きもあろう。もっとも，「負の所
得税」においても低所得者の正確な所得捕捉が
要請されている。申告を促す仕組みとしては，
毎年「見做し所得」を定め，申告がない場合，
これを当該年の所得として生涯所得税額を算出
することがあり得るだろう。この見做し所得は
業種ごとに推計される最低所得あるいは前年所
得に一致させても良い 15）。この場合，真の所得
が見做し所得以下である限り，申告した方が有
利になる。無論，十分な所得を稼得しているに
も拘わらず，正しく申告しない者については脱
税として罰せられなければならない。第二に累
積平均を算出する期間についても議論があるだ
ろう。（親から扶養されている）年少期を含ま
ないのは当然として，大学生・パート主婦など
主たる生計維持者の「扶養の範囲」で働く（自
身で社会保険料を払っていない，扶養控除・配
偶者控除の対象になっている）個人についても，
ここでは生涯所得課税を適用しないのが望まし
い。彼等の所得は従前通り，年間所得課税され
る。また，退職後，一定期間の後に復帰した場
合，復職期を初期として改めて累積平均をとる
ようにしても良い。

第三に個人の最終的な課税額は最終期の税制
に依拠することになる。所得税等の税制は毎年
改正されていることを鑑みれば，不確実性が高
いようにも思われる。とはいえ，現行制度にお
いても個人・企業は投資に際して同様の不確実
性に直面している。投資からの利益が実現する

のは将来であり，そのときの法人税や所得税は
定かではないからだ。赤字企業は繰越欠損金制
度により将来の法人税から赤字を控除できる
が，仮に法人税率が引き下げられれば，減税額
は少なくなる。このように課税が予め明確でな
いのは，生涯所得課税に限ったことではない。
とはいえ，課税に係る不確実性を払拭する必要
があれば，「移行措置」として将来的に増税が
あっても激変緩和を行うのも一案だ。具体的に
は生涯所得税額を算出する所得税関数 T（・）
に変更があっても，数年に渡って徐々に T（・）
を変えていくことだ。あるいは租税関数 T（・）
は生涯所得税の適用が始める世代に応じて違っ
ても良い。第四に年間所得課税からの移行にお
いて，個人が保有する資産を生涯所得に算入す
るかどうかという課題が残る。これらの資産が
移行前の所得から派生していたとすれば，その
時に年間所得課税がなされていることから二重
課税となりかねない。厳密に生涯所得課税をす
るには，過去に遡って累積平均を算出するとと
もに過去の課税を還付する必要があるが，実務
的には難しい。むしろ移行後の所得（実現した
超過利益を含む）を生涯所得として課税対象に
するのが現実的だろう（前述の通り，非上場株
式を含めて超過利益はその実現時に生涯所得課
税の対象になる）。なお，こうした生涯所得課
税は年間所得課税に比べて執行上，必要な情報
が過多なわけではない。今期（ J 期）までの累
積平均は今期の所得（現在価値）と前期（ J-1
期）までの累積平均の加重平均として与えられ
る（今期の累積平均＝今期所得の現在価値 /J +

（1-1/J）×前期までの累積平均）。また，一旦
金利が決まれば，現在価値や割り戻し率も定ま
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ることになる。ここで追加的な情報は金利や前
期までの累積平均に過ぎない。

本稿が提言する生涯所得課税の利点は次のよ
うにまとめられる。（1）生涯ベースの担税力に
応じた再分配に資するに加えて，（2）所得の発
生パターンが違っていても生涯所得が等しい納
税者の間で「水平的公平」が確保される。また，
納税者にとっては（3）今期の高収入が災害時
等の収入減（あるいは赤字）と平準化され，過
去に払った所得税の一部が「還付」されるとい
う意味で保険の役割を果たすことになる。これ
は全ての個人に同一の収入を保証するベーシッ
クインカムのような仕組みとは異なる。加えて，
年間所得課税とは違い（4）キャピタルゲイン

など今期「発生」した所得の「実現」を先送り
して課税を軽減させる誘因も生じない。キャピ
タルゲインやストックオプション，退職金など
実現のタイミングが選択可能な所得が増える
中，生涯所得課税は，その選択に中立的である。

政府の財政確保に占める消費税の比重が高
まっている。他の税目に比べて経済成長や国際
競争力との親和性が高いことが理由の一つに挙
げられる。他方，所得格差の拡大，雇用等の不
安定化に伴い税制の再分配機能，保険（安定化）
機能の重要性が増している。これらの機能を維
持するには従前の年間所得課税を生涯所得課税
に転換するメリットは高まっているように思わ
れる。
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補論 1　令和 4 年賃金構造基本統計調査

補論 2　数式による定式化

本文の通り，金利を加味すると本稿の生涯所
得課税は以下のように与えられる。累積平均を
初期（ j=1 期）の観点から「割引現在価値化」

するとともに，今期（ J 期）までの金利で割り
戻して各期の価値に置き換える。

区　分

企業規模計（10 人以上）

時給
年齢 勤続

年数

所定内
実労働
時間数

超過
実労働
時間数

きまって
支給する
現金給与

額
所定内
給与額

歳 年 時間 時間 千円 千円 千円
男女計
学歴計 42.6 12.8 166 12 358.5 328.0
２０～２４歳 23.0 2.2 167 12 243.9 221.0 1.32

２５～２9歳 27.5 4.4 166 14 287.6 255.9 1.54

３０～３４歳 32.5 7.2 165 14 323.2 288.4 1.75
３５～３9歳 37.5 10.0 166 14 359.5 323.5 1.95
４０～４４歳 42.6 12.9 166 13 381.8 347.5 2.09
４５～４9歳 47.6 16.0 166 12 398.5 366.3 2.21
５０～５４歳 52.4 19.3 167 12 418.1 387.5 2.32
５５～５9歳 57.4 22.0 166 10 423.4 396.2 2.39
6０～6４歳 62.3 19.3 166 8 349.1 329.8 1.99

（出所）令和 4 年賃金構造基本統計調査
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� （A.1）

（インフレの影響）
割引現在価値化することで課税所得の評価は

「実質化」されて，インフレの影響を受けない。
𝑃𝑃�  を j 期の物価水準（𝑃𝑃� = 1  に基準化），i を
名目金利，πをインフレ率（簡単化のため一定）
とすれば，以下のようになる。

� （A.2）

（課税繰り延べの誘因）
ここで𝑀𝑀�  をキャピタルゲイン等，j 期に繰り

延べられた課税所得とする。𝑀𝑀�  は金利 r で運
用されるとすれば，

𝑧𝑧� = 𝑦𝑦� + (1 + 𝑟𝑟)𝑀𝑀��� − 𝑀𝑀�  � （A.3）

という関係式を得る。𝑦𝑦�  は j 期に発生した実質
所得である。繰り延べ所得はいずれ実現される
ことから，最終期の N 期には𝑀𝑀� = 0  。従って，
発生ベースと実現ベースの生涯所得は等しい。

∑ ��
(���)���

���� = ∑ ��
(���)���

����   �（A.4）

実際，課税繰り延べは今期の納税額を減じる一
方，将来の課税を増やすことで節税額を相殺す
ることになる。

� （A.5）

（生涯予算制約式）
（1）式を現在価値化して N 期まで合計すれば，

（平均）生涯所得に対する課税になる。

� （A.6）
生涯平均所得に応じて毎期所得税が課されたと
きの（ j＝0 期からみた）価値に等しい。また，
𝑐𝑐�  を j 期の消費支出とすれば各期の家計の予算
制約式は以下のようになる。

𝐴𝐴� − 𝐴𝐴��� = 𝑧𝑧� + 𝑟𝑟𝐴𝐴��� − 𝜏𝜏� − 𝑐𝑐�  �（A.7）

ただし，𝐴𝐴�  は J 期の貯蓄である。このとき，家
計の生涯予算制約式は（3）式より，

∑ ��
(���)���

���� + ��
(���)��� = ∑ ��

(���)���
���� � � � � ��� ∑

��
(���)���

���� �  

� （A.8）
と表される。左辺の𝐴𝐴�  は遺産にあたる。この
遺産は相続人の生涯所得にカウントされる。家
計に流動性制約や不確実性があったとしても，

「結果」として上式が成り立つことになる。
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